
本郷支所・別館本郷生涯学習センター

元ゆめきゃりあセンター

常
任
委
員
会
報
告

め
て
い
く
。

問
役
職
定
年
制
度
に
よ
り

仕
事
に
対
す
る
意
欲
の
低
下

が
懸
念
さ
れ
る
が
対
策
を
考

え
て
い
る
の
か
。

答
早
い
段
階
か
ら
研
修
を

行
い
、
能
力
が
発
揮
で
き
る

環
境
を
整
え
て
い
く
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
１
０

７
号
他
８
件
は
、
全
員
一

致
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

行
政
説
明
案
件

「
元
ゆ
め
き
ゃ
り
あ
セ
ン

タ
ー
の
活
用
及
び
円
一
官
庁

街
エ
リ
ア
の
考
え
方
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
①
歴
史
民
俗
資
料

館
は
元
ゆ
め
き
ゃ
り
あ
セ
ン

タ
ー
に
移
転
し
、
現
建
物
は

解
体
を
行
う
。

②
駅
前
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

を
元
ゆ
め
き
ゃ
り
あ
セ
ン

タ
ー
に
移
転
し
、
旧
児
童
館

は
元
市
民
福
祉
会
館
と
あ
わ

せ
て
売
却
等
の
処
分
を
進
め

る
。

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

【
主
な
議
案
】

議
107
・
108
「
三
原
市
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

施
行
条
例
制
定
・
一
部
改
正

に
つ
い
て
」

【
概
要
】
個
人
情
報
保
護
法

が
一
元
化
さ
れ
た
た
め
変
更

す
る
。

議
110
「
三
原
市
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
職
員
の
定
年
を
60

歳
か
ら
２
年
ご
と
に
１
歳
ず

つ
65
歳
ま
で
段
階
的
に
引
き

上
げ
る
に
あ
た
り
、
関
連
す

る
条
例
を
改
正
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
定
年
延
長
を
希
望
す
る

職
員
が
予
想
よ
り
少
な
い
場

合
の
職
員
確
保
は
。

答
追
加
の
採
用
試
験
の
実

施
や
会
計
年
度
職
員
の
配
置

な
ど
適
正
な
人
員
確
保
に
努

③
元
ゆ
め
き
ゃ
り
あ
セ
ン

タ
ー
の
一
部
を
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
事
務
所
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協

議
を
進
め
る
。

④
旧
中
央
図
書
館
は
解
体
す

る
こ
と
と
し
、
館
内
の
収
蔵

資
料
等
は
元
ゆ
め
き
ゃ
り
あ

セ
ン
タ
ー
内
に
移
設
・
保
管

す
る
。

⑤
解
体
後
の
歴
史
民
俗
資
料

館
・
旧
中
央
図
書
館
敷
地
は

元
円
一
町
庁
舎
敷
地
と
合
わ

せ
て
一
体
的
整
備
・
活
用
を

検
討
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と

の
整
合
性
は
。

答
今
回
の
提
案
は
、
円
一

官
庁
街
エ
リ
ア
の
公
園
・
広

場
と
し
て
の
一
体
的
整
備
・

活
用
で
周
遊
性
の
機
能
向
上

や
世
代
間
交
流
の
場
と
い
う

点
で
繋
が
る
。

問
現
在
の
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
に
は
作
業
場
が
併

設
さ
れ
て
い
る
が
、
元
ゆ
め

き
ゃ
り
あ
セ
ン
タ
ー
に
移
転

し
た
場
合
は
ど
う
か
。

答
作
業
場
所
は
別
途
協
議

検
討
す
る
。

問
元
ゆ
め
き
ゃ
り
あ
セ
ン

タ
ー
周
辺
は
非
常
に
災
害
の

多
い
場
所
だ
が
、
そ
の
対
応

は
で
き
て
い
る
の
か
。

答
今
後
、
必
要
な
体
制
整

備
等
を
検
討
し
て
い
く
。

「
本
郷
支
所
移
転
方
針
に
つ

い
て
」

【
概
要
】
①
建
物
面
に
課
題

の
あ
る
本
郷
支
所
を
現
支
所

本
館
か
ら
支
所
別
館
に
移
転

さ
せ
、
本
館
は
安
全
面
に
配

慮
し
解
体
を
行
う
。

②
支
所
別
館
を
活
動
拠
点
に

し
て
い
る
本
郷
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
本
郷
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
集
約
を

図
る
。

③
支
所
移
転
時
に
複
合
化
を

検
討
し
て
い
た
本
郷
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
は
、
現
地
に
て

継
続
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
本
郷
支
所
の
別
館
は
延

べ
床
面
積
が
３
分
の
１
程
度

に
な
る
。
執
務
ス
ペ
ー
ス
に

問
題
は
生
じ
な
い
か
問
う
。

答
本
郷
支
所
本
館
で
は
す

べ
て
の
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
支
所

別
館
で
も
執
務
ス
ペ
ー
ス
に

問
題
は
生
じ
な
い
。

総
務
財
務
委
員
会
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「
敬
老
事
業
の
見
直
し
に
つ

い
て
」

【
概
要
】

〔
現
行
制
度
の
課
題
〕

①
敬
老
会
へ
の
出
席
率
が
低

い
。

②
会
場
確
保
や
役
員
不
足
、

地
域
の
負
担
が
大
き
い
。

③
敬
老
事
業
以
外
に
も
幅
広

く
活
用
で
き
る
補
助
制
度
を

望
む
声
が
あ
る
。

④
今
後
、
後
期
高
齢
者
は
増

加
す
る
た
め
補
助
費
用
が
増

加
す
る
。

〔
実
施
団
体
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
〕

①
高
齢
者
に
敬
意
を
表
し
、

長
寿
を
祝
う
。
敬
老
意
識
の

高
揚
を
目
的
と
す
る
敬
老
会

に
つ
い
て
↓
敬
老
会
は
必
要

（
57
・
８
％
）、
敬
老
会
以

外
の
方
法
も
検
討
す
べ
き

（
33
・
０
％
）

②
敬
老
事
業
以
外
の
用
途

に
も
活
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
に
つ
い
て
↓

使
用
可
能
に
し
て
ほ
し
い

（
56
・
９
％
）、
現
行
が
よ

い
（
37
・
１
％
）

〔
見
直
し
案
〕

①
一
人
当
た
り
２
６
０
０
円

（
敬
老
会
開
催
）、
又
は
２

０
０
０
円
（
記
念
品
配
布
）

を
１
５
０
０
円
か
ら
２
０
０

０
円
の
一
律
補
助
。

②
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
敬

老
事
業
以
外
に
も
広
く
活
用

で
き
る
よ
う
対
象
事
業
を
拡

充
。

③
令
和
５
年
度
に
内
容
の
周

知
を
行
い
、
６
年
度
か
ら
変

更
を
予
定
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
敬
老
事
業
以
外
に
ど
の

よ
う
な
事
業
を
想
定
し
て
い

る
の
か
。

答
地
域
の
見
守
り
や
健
康

づ
く
り
、
居
場
所
づ
く
り
な

ど
高
齢
者
福
祉
の
充
実
に
資

す
る
地
域
活
動
で
あ
れ
ば
活

用
可
能
と
し
た
い
。

「
三
原
市
医
師
会
病
院
と
山

田
記
念
病
院
の
統
合
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
医
療
法
人
社
団
明

清
会
の
運
営
す
る
山
田
記
念

病
院
事
業
を
一
般
社
団
法
人

三
原
市
医
師
会
へ
継
承
し
、

三
原
市
医
師
会
病
院
と
令
和

５
年
４
月
１
日
に
統
合
予

定
。
三
原
市
に
お
け
る
脳
血

管
疾
患
へ
の
対
応
の
強
化
、

緊
急
医
療
体
制
の
強
化
を
図

り
地
域
の
医
療
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
。

「
非
常
備
消
防
施
設
整
備
に

つ
い
て
」

【
概
要
】
第
２
次
三
原
市
消

防
団
施
設
整
備
計
画
を
見
直

し
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

ま
た
、
本
事
業
４
施
設
は
、

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債

（
交
付
税
算
入
率
70
％
）
を

充
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
令
和
５
年
度
か
ら
幸
崎
分

団
が
所
管
す
る
７
施
設
を
５

施
設
に
整
理
し
、
幸
崎
町
渡

瀬
（
旧
市
営
住
宅
跡
地
）
に

幸
崎
分
団
北
屯
所
を
新
設
す

る
。

②
令
和
６
年
度
か
ら
須
波
分

団
が
所
管
す
る
６
施
設
を
須

波
一
丁
目
（
旧
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
跡
地
）
に
統

廃
合
し
、
須
波
分
団
屯
所
を

新
設
す
る
。

③
令
和
６
年
度
か
ら
沼
田
西

分
団
が
所
管
す
る
３
施
設
を

沼
田
西
町
小
原
（
小
原
工
業

団
地
内
）
に
統
廃
合
し
、
沼

田
西
分
団
屯
所
を
新
設
す

る
。

④
令
和
７
年
度
、
大
和
東
分

団
が
所
管
す
る
４
施
設
を
大

和
町
下
徳
良
（
旧
は
と
む
ぎ

茶
屋
他
）
に
統
廃
合
し
、
大

和
東
分
団
屯
所
を
新
設
す

る
。

こ
ろ
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ
」

に
、
引
き
続
き
令
和
５
年
４

月
１
日
か
ら
10
年
３
月
31
日

ま
で
の
５
年
間
委
託
す
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
１
１
６

号
他
２
件
は
、
全
員
一
致
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

行
政
説
明
案
件

「
第
３
期
三
原
市
幼
稚
園
・

保
育
所
等
適
正
配
置
実
施
計

画
の
変
更
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
本
計
画
は
、
令
和

２
年
度
か
ら
６
年
度
ま
で
の

５
カ
年
に
お
け
る
、
幼
児
教

育
及
び
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
確

保
の
た
め
幼
稚
園
及
び
保
育

所
等
の
適
正
配
置
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

計
画
で
、
今
年
度
次
の
と
お

り
計
画
を
見
直
す
も
の
で
あ

る
。

①
南
幼
稚
園
で
３
歳
児
を
受

け
入
れ
、
預
か
り
保
育
を
実

施
す
る
。

②
休
園
中
の
田
野
浦
幼
稚
園

を
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園

と
し
て
整
備
し
、
就
学
前
教

育
の
質
の
向
上
に
取
り
組

む
。

③
宗
郷
保
育
所
は
田
野
浦
認

定
こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
。

【
概
要
】
本
年
度
末
で
指
定

期
間
が
満
了
と
な
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
「
森
の
お
さ

る
さ
ん
」
に
、
引
き
続
き
令

和
５
年
４
月
１
日
か
ら
10
年

３
月
31
日
ま
で
の
５
年
間
委

託
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
現
在
の
指
定
管
理
者
を

継
続
し
て
指
定
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
指
定
期

間
が
10
年
以
上
と
長
く
な
る

中
で
、
当
該
指
定
管
理
者
に

は
、
こ
れ
か
ら
も
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
等
に
適
切
に
対
応

し
、
運
営
改
善
に
取
り
組
む

姿
勢
の
継
続
が
期
待
で
き
る

の
か
。

答
指
定
管
理
者
に
は
選
考

審
査
の
際
に
、
利
用
者
の
声

に
寄
り
添
っ
た
管
理
運
営
に

努
め
る
と
い
う
意
思
を
確
認

し
て
お
り
、
適
切
な
対
応
を

し
て
も
ら
え
る
も
の
と
考
え

て
い
る
が
、
利
便
性
の
向
上

に
向
け
て
、
更
な
る
改
善
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
市
と
し
て

も
協
力
し
て
い
く
。

議
118
「
三
原
市
斎
場
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
本
年
度
末
で
指
定

期
間
が
満
了
と
な
る
「
ま
ご

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
116
「
三
原
市
宇
根
山
家

族
旅
行
村
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
宇
根
山
天
文
台
を

宇
根
山
家
族
旅
行
村
の
構
成

施
設
と
し
「
宇
根
山
活
性
化

グ
ル
ー
プ
」
に
令
和
５
年
４

月
１
日
か
ら
８
年
３
月
31
日

ま
で
の
３
年
間
委
託
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
公
募
に
よ
る
こ
と
が
原

則
と
さ
れ
て
い
る
指
定
管
理

者
の
候
補
者
選
定
に
お
い

て
、
非
公
募
を
選
択
し
た
理

由
は
何
か
。

答
今
回
の
候
補
者
選
定

は
、
三
原
市
指
定
管
理
者
制

度
導
入
方
針
に
示
し
て
い
る

非
公
募
で
選
定
で
き
る
場
合

の
考
え
方
に
基
づ
き
、
天
文

台
と
い
う
業
務
の
特
殊
性
や

専
門
性
、
ま
た
、
地
域
活
性

化
の
観
点
等
か
ら
非
公
募
が

適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
。

議
117
「
三
原
市
北
方
グ
ラ

ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
場
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
」

厚
生
文
教
委
員
会
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12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
119
「
三
原
市
漁
港
管
理

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
広
島
県
が
策
定
し

た
放
置
艇
解
消
の
た
め
の
基

本
方
針
の
改
定
を
踏
ま
え
、

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
係
留

に
係
る
使
用
料
の
徴
収
開
始

時
期
を
変
更
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
小
型
船
舶
の
泊
地
指
定

状
況
は
。

答
国
道
１
８
５
号
道
路
堤

防
の
係
留
環
に
つ
い
て
道
路

管
理
者
と
協
議
中
の
た
め
、

指
定
で
き
て
い
な
い
。

問
放
置
艇
の
状
況
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
１
５
３
隻
中
20
隻
程
度

は
船
舶
検
査
切
れ
等
で
あ

る
。
船
舶
番
号
等
か
ら
所
有

者
の
特
定
に
努
め
、
泊
地
の

指
定
後
、
撤
去
等
の
指
導
を

行
う
。

問
徴
収
開
始
時
期
の
延
期

で
整
備
に
影
響
は
な
い
の

か
。

答
影
響
は
特
に
な
い
。

議
120
「
三
原
市
営
住
宅
等

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て
」

【
概
要
】
三
原
市
営
住
宅
、

共
同
施
設
及
び
市
営
住
宅
駐

車
場
に
お
け
る
指
定
管
理
者

を
指
定
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
公
募
３
団
体
の
選
定
結

果
で
、
受
託
金
提
示
額
の
評

価
が
０
点
の
団
体
が
あ
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
審
査
要
領
に
基
づ
き
、

提
示
額
を
基
準
に
照
ら
し
て

機
械
的
に
評
価
し
た
も
の
。

問
選
定
団
体
は
、
苦
情
対

応
や
個
人
情
報
管
理
等
の
点

数
が
、
他
団
体
よ
り
低
い
が

問
題
は
な
い
の
か
。

答
評
価
点
数
の
中
央
が
普

通
評
価
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り

高
く
必
要
最
低
限
は
ク
リ
ア

し
て
お
り
問
題
は
な
い
。

議
121
・
122
「
市
道
路
線
の

認
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
沼
田
東
町
七
宝
、

明
神
四
丁
目
に
お
い
て
、
開

発
行
為
に
よ
り
築
造
さ
れ
た

道
路
を
、
新
た
に
市
道
と
し

て
認
定
す
る
も
の
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
１
１

９
号
他
３
件
は
、
全
員
一

致
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

行
政
説
明
案
件

「
第
２
期
三
原
市
中
心
市
街

地
活
性
化
基
本
計
画
（
素

案
）
の
策
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
第
１
期
が
令
和
２

年
度
末
で
満
了
し
、
効
果
と

課
題
を
検
証
し
て
策
定
し
た

第
２
期
基
本
計
画
の
素
案
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
第
１
期
の
反
省
を
踏
ま

え
、
全
体
管
理
協
議
会
や
周

辺
商
店
街
と
連
携
を
強
化
し

集
客
拠
点
の
機
能
を
波
及
さ

せ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

ま
で
も
連
携
し
て
い
る
中

で
、
あ
え
て
連
携
強
化
と
は

具
体
的
に
ど
う
す
る
こ
と

か
。

答
こ
れ
ま
で
も
様
々
な
取

り
組
み
を
し
て
き
た
が
、
コ

ロ
ナ
の
影
響
が
あ
り
数
字
面

は
減
少
し
た
。
第
２
期
は
さ

ら
な
る
強
化
を
図
り
事
業
を

計
画
的
に
進
め
、
賑
わ
い
を

作
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
考

え
で
記
載
し
た
。

問
元
円
一
庁
舎
跡
地
の
具

体
的
な
検
討
状
況
は
。

答
検
討
を
進
め
て
お
り
、

今
年
度
中
に
方
向
を
示
し
た

い
。

「
本
郷
都
市
計
画
事
業　

東

本
通
土
地
区
画
整
理
事
業　

事
業
計
画
の
変
更
（
期
間
延

伸
等
）
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
本
事
業
計
画
の
事

業
期
間
の
延
伸
及
び
収
支
計

画
に
お
け
る
収
支
の
変
更
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
６
カ
年
の
延
伸
根
拠

は
。

答
移
転
補
償
や
換
地
の
調

整
で
３
年
、
同
時
に
令
和
５

年
か
ら
10
年
ま
で
は
工
事
、

令
和
11
年
は
換
地
処
分
を
考

え
て
い
る
。

問
交
渉
が
難
航
し
て
い
る

地
権
者
の
主
な
理
由
は
何

か
。

答
主
な
反
対
理
由
は
土
地

の
減
歩
負
担
や
、
移
転
の
負

担
な
ど
で
あ
る
。

「
三
原
内
港
再
生
に
向
け
た

取
組
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
実
施
計
画
策
定
に

必
要
と
な
る
港
の
活
用
及
び

景
観
に
関
す
る
関
係
者
の
意

見
の
取
り
ま
と
め
結
果
と
、

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
内
港
再
生
の
イ
メ
ー
ジ

に
つ
い
て
、
も
っ
と
具
体
案

を
知
り
た
い
。

答
公
園
や
駐
輪
場
、
イ
ベ

ン
ト
広
場
等
の
配
置
は
，
今

後
検
討
し
て
い
く
。

問
身
の
丈
に
あ
っ
た
シ
ン

プ
ル
な
最
小
限
の
計
画
に
し

て
ほ
し
い
。

答
市
民
が
憩
え
る
空
間
、

集
え
る
場
所
を
優
先
し
て
計

画
し
た
い
。

問
観
光
の
観
点
か
ら
、
活

用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考

え
が
あ
る
の
か
。

答
内
港
に
は
大
型
ク
ル
ー

ザ
ー
が
停
泊
し
な
が
ら
瀬
戸

内
海
を
周
遊
し
て
い
る
状
況

が
あ
る
た
め
、
ク
ル
ー
ズ
誘

致
な
ど
水
域
の
活
用
を
図
っ

て
い
く
。

経
済
建
設
委
員
会

三原市中心市街地活化基本計画資料
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